
核医学診断／治療に関する医科診療報酬点数表 

第 2 章 特掲診療料 第７部 リハビリテーション 

 

「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」（令和 6 年 3 月 5 日 厚生労働省告示第 57 号） 

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 

（令和 6 年 3 月 5 日 保医発 0305 第 4 号） 

 

告示 通知 

通則 

2～3、5～6 （※略） 

１ リハビリテーションの費用は、特に規定する場合

を除き、第 1 節の各区分の所定点数により算定す

る。 

 

４ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患

等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテー

ション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器

リハビリテーション料については、患者の疾患等を

勘案し、最も適当な区分 1 つに限り算定できる。こ

の場合、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治

療上有効であると医学的に判断される場合であっ

て、患者 1 人につき 1 日 6 単位（別に厚生労働大

臣が定める患者については 1 日 9 単位）に限り算定

できるものとする。 

 

７ リハビリテーションは、適切な計画の下に行われ

るものであり、その効果を定期的に評価し、それに

基づき計画を見直しつつ実施されるものである。 

通則 

1～2、4、6～9 （※略） 

３ 各区分におけるリハビリテーションの実施に当

たっては、全ての患者の機能訓練の内容の要点及び

実施時刻（開始時刻と終了時刻）の記録を診療録等

へ記載すること。 

 

５ 疾患別リハビリテーション料の点数は、患者に対

して 20 分以上個別療法として訓練を行った場合

（以下この部において「1 単位」という。）にのみ算

定するものであり、訓練時間が 1 単位に満たない場

合は、基本診療料に含まれる。 

 

 

  


